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死
　
者

６
人

負
傷
者
（
地
震
発
生
後
６
日
間
）

十
日
町
病
院
５
０
０
人
（
重
傷
２
人
、

軽
傷
４
９
８
人
）
、
中
条
病
院
４
人
（
い

ず
れ
も
軽
傷
）

家
屋
被
害
（
住
宅
）

被
災
証
明
受
付
後
に
家
屋
被
害
認
定

（
11
月
17
日
現
在
、
申
請
１
、
３
６
９
件

中
、
６
５
９
件
調
査
済
）
‥
全
壊
45
棟
、

大
規
模
半
壊
20
棟
、
半
壊
１
８
６
棟
、
一

部
損
壊
４
０
８
棟

火
　
災

２
件（
い
ず
れ
も
初
期
鎮
火
）

市
道
被
害
（
路
肩
決
壊
、
陥
没
、
崩
土
）

十
日
町
地
区
１
０
３
か
所
、
川
治
地
区

50
か
所
、
八
箇
地
区
33
か
所
、
六
箇
地
区

18
か
所
、
吉
田
地
区
35
か
所
、
水
沢
地
区

46
か
所
、
新
座
地
区
17
か
所
、
大
井
田
地

区
14
か
所
、
中
条
地
区
18
か
所
、
下
条
地

区
69
か
所

※
11
月
18
日
現
在
、
調
査
率
70
％

下
水
道

下
水
処
理
セ
ン
タ
ー
‥
外
溝
不
等
沈
下
、

10
月
23
日
　
震
度
７
の
強
い
揺
れ
が
中
越
地
方
を
襲
う
！

新
潟
県
中
越
大
震
災

（土）

今
回
の
地
震
は
、
本
震
・
余
震
の
い
ず

れ
も
深
さ
約
５
㎞
〜
20
㎞
の
浅
い
と
こ
ろ

で
断
層
が
ず
れ
て
発
生
し
た
直
下
型
地
震

で
す
。

こ
の
地
震
に
よ
っ
て
長
さ
約
21
㎞
（
南

北
方
向
）
、
幅
約
10
㎞
（
東
西
方
向
）
の

断
層
が
、
北
西
側
か
ら
南
東
方
向
に
向
か

っ
て
約
１
・
８
m
ず
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

震
源
地
に
近
い
小
千
谷
市
の
観
測
地
点
で

は
約
24
㎝
隆
起
し
、
南
西
方
向
へ
約
９
㎝

移
動
し
た
こ
と
が
国
土
地
理
院
の
調
査
で

わ
か
っ
て
い
ま
す
。

本
震
後
も
断
続
的
に
発
生
し
て
い
る
余

震
は
、
11
月
３
日
（
文
化
の
日
）
ま
で
に

延
べ
６
５
２
回
（
震
度
１
以
上
）
を
数
え

ま
し
た
。
ま
た
、
本
震
発
生
か
ら
４
日
後

の
10
月
27
日
d
午
前
10
時
40
分
こ
ろ
に
も

震
度
６
弱
（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
１
）

の
余
震
が
発
生
し
ま
し
た
。

震
度
５
以
上
の
余
震
が
長
期
間
に
、
し

か
も
断
続
的
に
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
、

今
回
の
直
下
型
地
震
の
大
き
な
特
徴
と
言

え
ま
す
。

新
潟
県
中
越
大
震
災
の
本
震
・
余
震
の

震
源
は
、
信
濃
川
断
層
帯
（
長
岡
平
野
西

緑
断
層
帯
、
十
日
町
断
層
帯
）
と
新
発

田
・
小
出
構
造
線
に
は
さ
ま
れ
た
魚
沼
丘

陵
の
北
北
東
│
南
南
西
方
向
に
長
さ
約
30

㎞
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
本
震
の
発
震
機

構
は
北
西
│
南
東
方
向
に
圧
力
軸
を
持
つ

逆
断
層
型
で
、
推
定
さ
れ
る
断
層
の
位
置

と
余
震
分
布
の
範
囲
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て

い
ま
す
（
地
震
調
査
研
究
推
進

本
部
地
震
調
査
委
員
会
）
。
た

だ
し
、
10
月
27
日
d
に
発
生
し

た
最
大
震
度
６
弱
（
マ
グ
ニ
チ

ュ
ー
ド
６
・
１
）
の
余
震
は
、

10
月
23
日
g

の
最
大
震
度
７

（
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
８
）

の
本
震
を
起
こ
し
た
断
層
と
ほ

ぼ
直
行
し
、
対
を
な
す
「
共
役

断
層
」
が
起
こ
し
た
と
推
定
さ

れ
ま
す
（
国
土
地
理
院
・
気
象
庁
）。

今
回
の
地
震
が
発
生
し
た
新
潟
県
中
越

地
域
は
、
近
い
将
来
に
は
地
震
が
起
き
る

と
指
摘
さ
れ
て
い
た
空
白
域
（
地
殻
の
ゆ

が
み
が
た
め
込
ま
れ
て
い
る
が
、
大
き
な

地
震
が
起
き
て
い
な
い
領
域
）
だ
っ
た
と

す
る
見
方
も
あ
り
ま
す
。
今
回
の
震
源
周

辺
で
は
、
顕
著
な
地
震
発
生
記
録
が

ほ
と
ん
ど
な
く
、
犠
牲
者
が
発
生
し
た
事

例
は
１
８
２
８
（
文
政
11
）
年
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
り
ま
す
。
こ
の
年
12
月
に
発
生
し

た
三
条
地
震
は
、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・

９
の
規
模
で
、
燕
・
三
条
・
見
附
・
長
岡

が
甚
大
な
被
害
と
な
り
、
死
者
は
１
、
４

０
０
人
を
数
え
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

三
条
地
震
か
ら
新
潟
県
中
越
大
震
災
ま
で

の
１
７
６
年
間
、
顕
著
な
地
震
は
発
生
し

て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

10
月
23
日
G
午
後
５
時
56
分
こ
ろ
、
新
潟
県
中
越
地
方
の
深
さ
約
13
㎞
で

マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
８
の
地
震
が
発
生
、
震
度
計
に
よ
る
観
測
が
始
ま
っ

て
以
来
初
め
て
最
大
震
度
７
を
観
測
し
ま
し
た
。
ま
た
、
午
後
６
時
11
分
こ

ろ
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
６
・
０
、
６
時
34
分
こ
ろ
に
は
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド

６
・
５
の
地
震
が
発
生
し
、
い
ず
れ
も
最
大
震
度
６
強
を
観
測
し
ま
し
た
。

中
越
地
方
を
襲
っ
た

震
度
７
の
直
下
型
地
震

本
震
の
４
日
後
に
も

震
度
６
弱
の
余
震
が
発
生

地
震
の
概
況
（
全
体
）

中
越
地
方
は
大
地
震
の

空
白
域
だ
っ
た
？

国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
「
平

成
16
年
新
潟
県
中
越
地
震
に
よ
る
被

害
と
復
旧
状
況
」
よ
り
抜
粋

被
　
害

■地震の状況（震度５以上）

■中越地震の震源分布図と活断層

■日本海沿岸域の主な大地震（M6.8以上）

十
日
町
市
の
概
況
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通
信
・
連
絡

10
月
24
日
a
十
日
町
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
セ
ン
タ
ー
開
設
（
十
日
町
市
社
会
福

祉
協
議
会
主
管
）。11
月
14
日
a
キ
ナ
ー
レ

内
に
移
転
。

最
大
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
数
・
ニ
ー
ズ
‥
10
月

31
日
a
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
５
６
１
人
・
ニ
ー

ズ
２
３
１
件

受
付
延
べ
人
数
‥
６
、
２
７
８
人

活
動
延
べ
人
数
‥
５
、
８
４
６
人

作
業
延
べ
件
数
‥
１
、
５
３
６
件

※
11
月
17
日
現
在

主
な
ニ
ー
ズ
‥
室
内
掃
除
、
家
具
の
移

動
・
片
付
け
、
物
資
配
達
・
仕
分
け
、
荷

物
の
積
み
下
ろ
し
、
ご
み
出
し
、
介
護
・

福
祉
、
障
子
は
り
な
ど

キ
ナ
ー
レ
北
側
駐
車
場
・
薬
師
プ
レ
ー

ラ
ン
ド
多
目
的
広
場
・
水
沢
運
動
公
園
・

吉
田
中
学
校
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
建
設
。
入
居

申
込
み
１
４
６
世
帯
（
11
月
18
日
現
在
）

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

10
月
24
日
a
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
開

設
。h

ttp
:/
/
w
w
w
.c
ity
.to
k
a
m
a
-

c
h
i.n
iig
a
ta
.jp
/

携
帯
サ
イ
ト

10
月
25
日
b
開
設
。h

ttp
://w

w
w
.

city
.to
k
a
m
a
ch
i.n
iig
a
ta
.jp
/k
e
ita
i/

Ｆ
Ｍ
放
送

臨
時
災
害
Ｆ
Ｍ
局
の
開
設

開
　
局
‥
10
月
28
日
e

名
　
称
‥
十
日
町
市
災
害
Ｆ
Ｍ

免
許
人
‥
十
日
町
市

局
　
名
‥
Ｊ
Ｏ
Ｙ
Ｚ
４
Ｎ
ー
Ｆ
Ｍ

周
波
数
‥
76
・
６
Ｍ
Ｈ
Ｚ

出
　
力
‥
10
Ｗ

受
付
口
座
‥
日
本
郵
政
公
社
、
第
四
銀
行

十
日
町
支
店
、
北
越
銀
行
十
日
町
支
店
、

大
光
銀
行
十
日
町
支
店
、
新
潟
県
信
用
組

合
十
日
町
支
店

受
付
状
況：

約
３
、
８
０
０
件
、
約
１
億

２
、
０
０
０
万
円
（
11
月
17
日
現
在
）

新
潟
県
中
越
大
震
災
の
復
興
支
援
に
つ

い
て
、
滝
沢
市
長
は
国
・
県
な
ど
に
緊
急

要
望
を
行
い
ま
し
た
。

十
日
町
病
院
の
復
興
に
つ
い
て
は
、
10

月
28
日
e
と
11
月
16
日
c
に
新
潟
県
知
事

に
要
望
し
、
11
月
３
日
（
文
化
の
日
）
に

は
厚
生
労
働
大
臣
に
も
要
望
し
ま
し
た
。

ま
た
11
月
17
日
d
、
長
岡
市
を
は
じ
め

と
し
た
被
災
市
町
村
長
が
合
同
で
自
民

党
、
公
明
党
、
総
理
府
、
国
会
議
員
に
特

別
法
制
定
の
緊
急
要
望
を
行
い
、
厚
生
労

働
大
臣
に
十
日
町
病
院
の
復
興
の
要
望
書

を
提
出
し
ま
し
た
。

11
月
18
日
e
に
は
、
地
元
選
出
国
会
議

員
に
震
災
復
興
支
援
の
緊
急
要
望
を
行

い
、
農
林
水
産
省
に
農
業
施
設
の
災
害
復

旧
の
要
望
を
行
い
ま
し
た
。

こ
の
ほ
か
、
調
査
に
訪
れ
た
民
主
党
岡

田
克
也
代
表
、
共
産
党
志
位
和
夫
委
員
長

に
も
要
望
し
て
い
ま
す
。

建
屋
ひ
び
割
れ
多
数
、
機
器
故
障
・
配
管

類
断
裂
53
か
所

農
業
集
落
排
水
処
理
場
‥
外
溝
不
等
沈
下

マ
ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
‥
受
電
・
制
御
盤
柱

破
損
２
か
所

管
渠
施
設
‥
管
路
沈
下
・
隆
起
な
ど
約
10

㎞
、
マ
ン
ホ
ー
ル
沈
下
・
隆
起
３
５
０
基

個
排（
浄
化
槽
）‥
本
体
破
損
・
配
管
断
裂

な
ど
21
基

※
11
月
18
日
現
在
、
調
査
率
90
％

農
地
・
農
業
施
設
な
ど

農
道
‥
亀
裂
、
路
肩
決
壊
、
崩
土
91
か
所

水
路
‥
崩
土
、
決
壊
45
か
所

田
‥
亀
裂
、
畦
畔
決
壊
、
陥
没
98
か
所

た
め
池
‥
堤
体
亀
裂
14
か
所

用
水
機
‥
ポ
ン
プ
、
配
管
２
か
所

林
道
‥
全
面
決
壊
、
路
肩
決
壊
、
崩
土
90

か
所

※
11
月
15
日
現
在

河
川下

条
・
中
条
・
吉
田
地
区
の
河
川
で
河

川
埋
塞
多
数

10
月
23
日
g
小
・
中
学
校
な
ど
に
避
難

所
を
開
設
（
市
指
定
避
難
所
・
市
指
定
一

時
避
難
所
、
自
主
避
難
所
）
。
11
月
16
日

現
在
、
11
か
所
１
８
７
人
。

最
大
避
難
所
数
・
避
難
人
数
‥
10
月
26
日

c
避
難
所
１
０
０
か
所
以
上
・
避
難
者
１

３
、
０
０
０
人
以
上

10
月
23
日
g
午
後
６
時
20
分
、
市
内
全

世
帯
に
避
難
指
示
。24
日
a
午
後
２
時
、一

部
地
区
を
除
き
避
難
指
示
を
避
難
勧
告
に

変
更
。
31
日
a
正
午
、
一
部
地
区
を
除
き

避
難
勧
告
を
解
除
。
11
月
19
日
現
在
、
避

難
指
示
29
世
帯
１
０
８
人
（
樽
沢
地
区
）、

避
難
勧
告
91
世
帯
２
６
０
人
（
宮
下
町

東
・
学
校
町
地
区
、
田
川
町
地
区
）。

災
害
相
互
応
援
協
定
締
結
都
市
（
東
京

都
葛
飾
区
、
埼
玉
県
和
光
市
、
埼
玉
県
北

本
市
、
富
山
県
魚
津
市
）
、
全
国
の
市
町

村
・
企
業
・
団
体
な
ど
多
数
。
24
日
a
朝

か
ら
各
避
難
所
に
配
布

病
院

県
立
十
日
町
病
院
‥
入
院
患
者
（
地
震
発

生
時
）
２
１
７
人
、
10
月
30
日
ま
で
に
転

院
99
人
・
退
院
１
７
３
人
、
11
月
19
日
現

在
、
入
院
患
者
45
人

厚
生
連
中
条
病
院
‥
入
院
患
者
（
地
震
発

生
時
）
85
人
、
10
月
28
日
ま
で
に
転
院
12

人
・
退
院
４
人
、
11
月
19
日
現
在
、
入
院

患
者
92
人

厚
生
連
中
条
第
二
病
院
‥
入
院
患
者
（
地

震
発
生
時
）
１
５
２
人
、
10
月
28
日
ま
で

に
転
院
１
３
９
人
・
退
院
８
人
、
11
月
19

日
現
在
、
入
院
患
者
12
人

臨
時
診
療
所

10
月
26
日
c
か
ら
設
置
。
キ
ナ
ー
レ
案

内
所
に
常
設
、
ほ
か
各
地
区
を
巡
回
。
県

内
外
か
ら
の
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
に
よ

り
実
施
。

最
大
活
動
期
日
・
チ
ー
ム
数
‥
10
月
29
日

f
・
30
日
g
16
チ
ー
ム

10
月
23
日
g
か
ら
11
月
９
日
c
ま
で
市

内
に
災
害
派
遣
。

主
な
活
動
‥
給
水
、
物
資
輸
送
、
炊
事
・

配
食
、
仮
設
風
呂
設
置
、
テ
ン
ト
張
設
、

s10月23日G

午後５時56分ころ　震度６弱観測

停電（全市13,360世帯）

６時20分　災害対策本部設置、全

世帯に避難指示

６時34分ころ　震度６強観測（十

日町市の最大震度）

避難所　94か所10,085人（市指定避難

所17か所2,640人、市指定一時避難

所24か所3,503人、これ以外の自主

避難所53か所3,942人）

水道　送・配水管の損傷により第１～

第３配水池停止。全市14,001戸断水

（上水道・簡易水道の合計加入数）

s10月24日A

午前２時25分　市役所・消防署・十日

町病院周辺電気復旧

６時　市内６地区６班体制で避難

所給水開始

午後２時　宮下町東及び学校町地区73

世帯（がけ崩れの恐れ）と南鐙坂地

区90世帯（えん堤欠損）の２地区は

避難指示継続、それ以外の全世帯は

避難勧告に変更

午後３時　二ツ屋地区６世帯に避難指

示（がけ崩れの恐れ）

s10月25日B

午後２時　樽沢地区37世帯に避難指示

（がけ崩れの恐れ）

６時30分　田川町地区137世帯に避

難指示（がけ崩れの恐れ）

11時30分　全市電気復旧

水道　給水車33台（自衛隊、災害応援

協定都市、県内市町、長野県及び県

外市町、民間企業と市給水車）で給水

s10月26日C

午後２時15分　南鐙坂地区の避難指示

を避難勧告に変更

s10月27日D

水道　上水道：全9,643戸試験通水、

簡易水道：水沢、吉田の一部など

4,358戸のうち約3,000戸が復旧

s10月29日F

午後３時　上水道の試験通水区域の水

質検査終了、避難指示区域を除き復

旧

仮設住宅　入居申込み受付開始

s10月31日A

正午　避難指示継続の４地区253世帯

を除く全市13,107世帯の避難勧告を

解除

避難所　31か所1,307人

水道　24簡水4,358戸のうち20簡水約

4,171戸（約95.7％）が復旧

s11月4日E

正午　４地区の避難指示を避難指示・

避難勧告・避難指示解除に変更。避

難指示３地区47世帯（宮下町東及び

学校町地区17世帯、樽沢地区29世

帯、二ツ屋地区１世帯）、避難勧告

２地区74世帯（宮下町東及び学校町

地区47世帯、田川町地区27世帯）、

避難指示・勧告解除４地区132世帯

（宮下町東及び学校町地区９世帯、

田川町地区110世帯、樽沢地区８世

帯、二ツ屋地区５世帯）

避難所　14か所502人

s11月5日F

午前８時　二ツ屋地区の避難指示が転

入により１世帯増

水道　避難指示区域（樽沢地区の一部

29戸）を除く簡水4,329戸が復旧。

市全体の復旧率99.８％

仮設住宅　キナ－レ駐車場杭打ち開始

s11月10日D

正午　宮下町東及び学校町地区の避難

指示を解除。避難指示２地区31世帯

（樽沢地区29世帯、二ツ屋地区２世

帯）、避難勧告２地区91世帯（宮下

町東及び学校町地区64世帯、田川町

地区27世帯）

避難所　12か所244人

s11月18日E

午後４時　二ツ屋地区の避難指示を解

除

避難所　10か所173人

救
援
物
資
受
け
入
れ

避
難
所
の
開
設

避
難
の
指
示
・
勧
告

自
衛
隊

医
　
療

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

応
急
仮
設
住
宅

災
害
情
報
の
提
供

被
災
地
義
援
金

国
・
県
へ
の
緊
急
要
望

十日町市の
地震発生後の主な動き
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新
潟
県
中
越
大
震
災
の
発
生
に
伴
い
、

国
税
庁
で
は
十
日
町
市
と
中
魚
沼
郡
を
指

定
し
て
、
国
税
に
関
す
る
申
告
、
申
請
、

請
求
、
届
出
、
そ
の
ほ
か
の
書
類
の
提
出

及
び
納
付
な
ど
（
以
下
、
申
告
な
ど
）
の

期
限
を
延
長
し
ま
し
た
。

十
日
町
税
務
署
管
内
に
納
税
地
が
あ
る

人
10
月
23
日
g
以
降
に
期
限
が
到
来
す
る

申
告
な
ど

①
所
得
税
に
か
か
る
第
２
期
分
予
定
納
税

の
納
付
期
限
（
通
常
11
月
30
日
）

②
８
月
・
９
月
決
算
法
人
に
か
か
る
法
人

税
・
消
費
税
の
申
告
及
び
納
付
期
限

③
源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限（
11
月
10
日
、

12
月
10
日
が
納
付
期
限
と
な
る
も
の
）

④
更
正
の
請
求
期
限

⑤
申
告
所
得
税
の
第
２
期
分
予
定
納
税
の

減
額
承
認
申
請
期
限
（
11
月
15
日
）

余
震
な
ど
の
状
況
を
見
て
、
今
後
決
定

し
ま
す
。

地
震
に
よ
り
住
宅
や
家
財
な
ど
が
被
害

を
受
け
た
人
に
は
、
所
得
税
の
軽
減
措
置

が
適
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

所
得
税
の
軽
減
措
置
に
は
、
雑
損
控
除

と
災
害
減
免
法
に
基
づ
く
軽
減
措
置
の
２

つ
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
確
定
申
告
で
ど

ち
ら
か
有
利
な
方
法
を
選
択
し
て
、
所
得

税
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
免
除
が
受
け
ら

れ
ま
す
。

雑
損
控
除

①
保
険
金
な
ど
に
よ
っ
て
補
て
ん
さ
れ
る

金
額
を
控
除
し
た
損
害
が
、
損
害
を
受

け
た
年
分
の
所
得
金
額
の
10
分
の
１
相

当
額
を
超
え
る
人

②
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
り
壊
し
費
用

な
ど
の
災
害
関
連
支
出
の
金
額
が
、
５

万
円
を
超
え
る
人

災
害
減
免
法

住
宅
や
家
財
の
損
害
額
が
、
そ
の
住
宅

な
ど
の
価
格
の
２
分
の
１
以
上
と
な
る
被

害
を
受
け
た
場
合
に
、
損
害
を
受
け
た
年

分
（
平
成
16
年
分
）
の
所
得
金
額
が
１
、

０
０
０
万
円
以
下
の
人

確
定
申
告
に
は
次
の
書
類
な
ど
が
必
要

で
す
。

①
被
害
を
受
け
た
資
産
の
明
細
（
資
産
内

容
、
取
得
時
期
、
取
得
金
額
な
ど
）
が

わ
か
る
も
の

②
被
害
を
受
け
た
資
産
の
取
り
壊
し
費
用

や
除
去
費
用
ほ
か
こ
れ
ら
に
類
す
る
費

用
で
、
被
害
に
関
連
し
て
支
出
し
た
金

額
の
明
細
が
わ
か
る
も
の
及
び
領
収
証

③
被
害
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
取

る
保
険
金
や
損
害
賠
償
金
な
ど
の
金
額

が
わ
か
る
も
の

④
自
分
の
所
得
金
額
の
計
算
に
必
要
な
書

類
（
会
社
員
の
場
合
、
平
成
16
年
分
の

給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票
）

⑤
所
得
税
が
還
付
と
な
る
人
は
還
付
金
振

込
先
の
口
座
番
号
（
自
分
名
義
の
口
座

に
限
り
ま
す
）

⑥
印
鑑

⑦
り
災
（
被
災
）
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
い
る
場
合
は
そ
の
証
明
書

市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
相
談
窓
口
を
開

設
し
ま
す
。

期
間

11
月
24
日
d
〜
26
日
f
、
12
月
６

日
b
〜
10
日
f

時
間

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜

４
時

十
日
町
税
務
署
（
1
52
ー
３
１
８
１
）

申
告
・
納
税
の期

限
延
長

所
得
税
の
軽
減
な
ど

●
対
象
納
税
者

●
対
象
税
目
な
ど

●
延
長
後
の
期
限

●
所
得
税
の
軽
減
と
は

●
対
象
者

●
申
告
手
続
き

●
被
災
相
談
窓
口
設
置

問
合
せ

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
が
お
宅
に
訪
問
し
て
、

食
事
や
調
理
、
洗
濯
な
ど
の
家
事
を
行
っ

た
り
相
談
を
受
け
た
り
し
ま
す
。

老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
一
週
間
程
度
泊
ま

っ
て
、
生
活
習
慣
の
指
導
を
受
け
な
が
ら

体
調
を
整
え
ま
す
。

家
に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
人
や
、
ひ
と

り
暮
ら
し
で
友
だ
ち
が
ほ
し
い
人
な
ど

が
、
昼
食
を
は
さ
ん
で
楽
し
い
趣
味
活
動

な
ど
を
行
い
ま
す
。
平
成
園
、
デ
イ
ホ
ー

ム
お
お
い
だ
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

軽
体
操
や
創
作
活
動
、
ボ
ケ
予
防
テ
ス

ト
な
ど
を
行
い
ま
す
。
若
が
え
り
の
会
、

さ
わ
や
か
、
ま
め
だ
会
ほ
か
在
宅
介
護
支

援
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
ま
す
。

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
で
通
院
が
一
人
で

で
き
な
い
人
、
ま
た
は
不
安
が
あ
る
人
に

通
院
の
付
き
添
い
を
し
ま
す
。
市
民
税
の

均
等
割
以
下
の
世
帯
が
対
象
で
す
。

市
内
に
家
族
が
い
な
い
人
な
ど
の
除
排

雪
援
助
を
行
い
ま
す
。
市
民
税
の
均
等
割

以
下
の
世
帯
が
対
象
で
す
。

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
で
調
理
が
困
難
な

高
齢
者
に
、
月
曜
日
か
ら
金
曜
日
ま
で
昼

食
を
届
け
ま
す
。
一
食
４
０
０
円
で
す
。

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者
が
急
に

具
合
が
悪
く
な
っ
た
と
き
な
ど
に
電
話
回

線
を
利
用
し
て
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
で

き
る
装
置
で
す
。
手
続
き
は
担
当
民
生
委

員
・
児
童
委
員
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
暮
ら
し
な
ど
の
高
齢
者
が
、
自

動
消
火
器
や
火
災
報
知
器
の
取
り
付
け
が

必
要
と
な
っ
た
と
き
設
置
し
ま
す
。

◆
寝
た
き
り
老
人
等
介
護
手
当
支
給

６
か
月
以
上
の
寝
た
き
り
や
痴
ほ
う
の

高
齢
者
を
自
宅
で
介
護
し
て
い
る
人
に
、

月
５
、
０
０
０
円
の
手
当
を
支
払
い
ま
す
。

◆
家
族
介
護
慰
労
事
業

要
介
護
４
・
５
相
当
の
高
齢
者
を
介
護

保
険
サ
ー
ビ
ス
を
使
わ
ず
に
１
年
以
上
自

宅
で
介
護
し
て
い
る
市
民
税
非
課
税
世
帯

に
、
10
万
円
の
慰
労
金
を
支
払
い
ま
す
。

◆
介
護
教
室
・
家
族
交
流
事
業

寝
た
き
り
や
痴
ほ
う
の
高
齢
者
を
自
宅

で
介
護
し
て
い
る
人
に
、
介
護
知
識
を
提

供
し
た
り
交
流
会
を
行
っ
た
り
す
る
な
ど
、

介
護
の
疲
れ
を
い
や
し
ま
す
。

緊
急
通
報
装
置
貸
与

問合せ　

介護保険課おとしより相

談係157-3111（内線135）

高齢者が生きがいを持って、より元気に暮らしていけるよう、

いろいろなサービスを行っています。利用を希望する人は、近く

の在宅介護支援センターか市役所へご相談ください。

介
護
家
族
へ
の
支
援

生
き
が
い
対
応
型

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業

病
院
（
通
院
）

付
き
添
い
事
業

自
立
者
向
け

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー

除
排
雪
事
業

配
食
サ
ー
ビ
ス
事
業

生
活
管
理
指
導
宿
泊
事
業

日
常
生
活
用
具
給
付
事
業

問合せ 介護保険課国保係
157-3111（内線155）

15年度に市内の老人にかかった医療費

の総額は48億9,600万円で、14年度に比

べて3,600万円の増額（0.7％増）でした。

また、15年度の一人あたり老人医療費は

64万2,000円で、14年度に比べて２万

4,000円の増額（3.9％増）となっていま

す。医療費は上手に使いましょう。

48
億
９
、６
０
０
万
円
�

49
億
６
、１
０
０
万
円
�

46
億
５
、０
０
０
万
円
�

48
億
９
、９
０
０
万
円
�

48
億
６
、０
０
０
万
円
�

年間総医療費の推移（億円）
年間１人当たり医療費の推移（万円）

十日町市の老人医療費
ご存じですか？

痴
ほ
う
予
防
教
室



中
学
生
の

税
に
関
す
る
作
文
・
標
語

永
年
に
わ
た
る
青
少
年
健
全
育
成
功
労

団
体
と
し
て
、
大
井
田
地
区
青
少
年
育
成

協
議
会
（
波
形
清
会
長
）
が
県
知
事
表
彰

を
受
賞
し
ま
し
た
。
大
井
田
地
区
青
少
年

育
成
協
議
会
は
昭
和
59
年
に
結
成
以
来
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
標
語
看
板
の
設
置

な
ど
、
青
少
年
の
健
全
育
成
と
非
行
防
止

に
地
域
に
根
ざ
し
た
活
動
を
行
っ
て
い
る

こ
と
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

大
井
田
地
区
青
少
年
育
成
協
議
会

永
年
に
わ
た
り
危
険
業
務（
消
防
官
）に

従
事
し
た
功
労
で
、
涌
井
義
雄
さ
ん
が
瑞

宝
単
光
章
に
輝
き
ま
し
た
。涌
井
さ
ん
は
、

昭
和
30
年
に
十
日
町
市
消
防
団
常
備
消
防

部
員
と
な
り
、
平
成
元
年
に
定
年
退
職
す

る
ま
で
34
年
間
、
消
防
職
員
と
し
て
多
く

の
火
災
・
救
急
救
助
な
ど
の
現
場
で
活
躍

し
ま
し
た
。
ま
た
、
的
確
な
現
場
活
動
と

指
揮
に
あ
た
り
、
被
害
を
最
小
限
に
く
い

止
め
る
と
と
も
に
、
警
防
・
予
防
行
政
の

推
進
に
情
熱
を
傾
け
、
豊
富
な
知
識
と
経

験
で
人
材
の
育
成
に
も
尽
力
し
ま
し
た
。

涌
井
さ
ん
は
、
「
受
章
は
、
先
輩
の
指

導
や
同
僚
に
助
け
ら
れ
て
い
た
だ
い
た
も

の
で
す
。
今
後
も
地
域
の
た
め
に
尽
く
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
受
章
の
喜

び
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

永
年
に
わ
た
る
申
告
納
税
制
度
の
普

及
･
発
展
功
労
で
、
村
山
隆
太
郎
さ
ん
が

関
東
信
越
国
税
局
長
表
彰
を
受
賞
し
ま
し

た
。
村
山
さ
ん
は
、
昭
和
49
年
か
ら
十
日

町
青
色
申
告
会
連
合
会
副
会
長
を
務
め
、

平
成
11
年
に
は
同
会
長
に
就
任
す
る
な
ど

率
先
し
て
納
税
道
義
の
向
上
に
努
め
て
き

ま
し
た
。
ま
た
、
53
年
か
ら
十
日
町
納
税

貯
蓄
組
合
連
合
会
理
事
と
し
て
、
平
成
11

年
か
ら
は
新
潟
県
青
色
申
告
会
連
合
会
副

会
長
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

村
山
さ
ん
は
、「
表
彰
は
身
に
余
る
も
の

で
す
。
私
自
身
が
青
色
申
告
の
お
か
げ
で

単
価
計
算
が
で
き
、
農
業
経
営
の
抜
本
的

な
改
革
が
で
き
ま
し
た
」
と
受
賞
の
喜
び

を
話
し
て
い
ま
し
た
。

永
年
に
わ
た
り
統
計
調
査
業
務
に
従
事

し
た
功
績
で
、
金
沢
誠
一
さ
ん
が
全
国
統

計
協
会
連
合
会
会
長
表
彰
を
受
賞
し
ま
し

た
。
金
沢
さ
ん
は
、
昭
和
50
年
の
国
勢
調

査
に
調
査
員
と
し
て
従
事
し
て
以
来
、
豊

富
な
調
査
経
験
を
も
と
に
各
種
統
計
調
査

に
携
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
報
告
期

限
を
励
行
す
る
な
ど
他
の
調
査
員
の
模
範

と
な
る
と
と
も
に
、
調
査
の
重
要
性
を
よ

く
理
解
し
正
確
な
調
査
を
実
践
し
て
き
ま

し
た
。

金
沢
さ
ん
は
、
「
協
力
を
得
る
こ
と
が

難
し
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
統
計
調
査

は
よ
り
良
い
社
会
を
築
い
て
い
く
た
め
に

重
要
な
こ
と
と
思
い
ま
す
」
と
受
賞
の
感

想
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

永
年
に
わ
た
る
青
少
年
健
全
育
成
功
労

で
、
庭
野
録
太
郎
さ
ん
が
県
知
事
表
彰
を

受
賞
し
ま
し
た
。
庭
野
さ
ん
は
、
平
成
４

年
か
ら
十
日
町
市
少
年
補
導
委
員
と
し
て
、

青
少
年
に
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
ポ
ス

タ
ー
の
撤
去
に
大
き
な
成
果
を
あ
げ
る
な

ど
、
青
少
年
の
非
行
防
止
や
健
全
育
成
に

情
熱
を
傾
け
、
率
先
し
て
補
導
活
動
に
あ

た
っ
て
き
ま
し
た
。

ま
た
、
庭
野
さ
ん
が
勤
務
す
る
職
場
に

は
多
く
の
青
少
年
が
集
ま
る
た
め
、
日
ご

ろ
か
ら
そ
の
非
行
防
止
に
努
め
て
い
ま
す
。

庭
野
さ
ん
は
、「
青
少
年
育
成
活
動
は
、

大
事
な
仕
事
と
思
い
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
務

め
て
き
ま
し
た
。
受
賞
は
先
輩
に
支
え
て

い
た
だ
い
た
お
か
げ
と
思
っ
て
い
ま
す
」

と
受
賞
の
喜
び
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

地
域
の
優
れ
た
環
境
保
全
活
動
が
認
め

ら
れ
、
枯
木
又
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
会

（
阿
部
隆
会
長
）
が
県
環
境
賞
を
受
賞
し

ま
し
た
。
枯
木
又
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の

会
は
、
平
成
７
年
か
ら
自
然
体
験
や
自
然

保
護
に
取
り
組
み
、
「
山
学
校
」
の
開
催

や
古
代
米
生
産
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を

展
開
し
て
い
る
こ
と
や
、
都
市
住
民
と
の

交
流
を
活
発
に
行
っ
て
い
る
こ
と
が
評
価

さ
れ
ま
し
た
。

●
全
国
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
優
秀
賞

●
十
日
町
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
長
賞

曾

根

瑞

希
（
中
条
中
３
年
）

「
税
で
は
じ
ま
る
第
一
歩
」

●
新
潟
県
納
税
貯
蓄
組
合

総
連
合
会
優
秀
賞

●
十
日
町
税
務
署
長
賞

金

井

秀

紀
（
水
沢
中
３
年
）

●
関
東
信
越
税
理
士
会
十
日
町
支
部
長
賞

渡

邉

歩

美（
十
日
町
中
３
年
）

●
十
日
町
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

最
優
秀
賞

吉

楽

彩

花
（
南
中
３
年
）

「
あ
り
が
と
う
」

優
秀
賞

小
林
奈
美
子
（
十
日
町
中
３
年
）

池

田

美

希
（
十
日
町
中
３
年
）

福

嶋

裕

子
（
中
条
中
３
年
）

金

子

智

美
（
南
中
３
年
）

保

坂

知

孝
（
水
沢
中
３
年
）

【
作
文
の
部
】

【
標
語
の
部
】

十
日
町
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
、十
日
町
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
、

十
日
町
税
務
署
で
は
、
中
学
生
を
対
象
に
税
に
関
す
る
作
文
・
標
語
を

募
集
し
ま
し
た
。
入
選
者
を
紹
介
し
ま
す
。（
敬
称
略
）

中
学
生
の

税
に
関
す
る
作
文
・
標
語

●
関
東
信
越
国
税
局
長
賞
優
秀

酒

井

尋ひ
ろ

子こ

（
吉
田
中
３
年
）

「
考
え
よ
う

今
の
く
ら
し
と
　
税
の
こ
と
」

●
関
東
信
越
国
税
局
長
賞
佳
作

小
宮
山
巧た

く

恭や

（
下
条
中
３
年
）

●
新
潟
県
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

上

村

哲

平
（
下
条
中
３
年
）

●
十
日
町
市
租
税
教
育
推
進
協
議
会
長
賞

最
優
秀
賞池

田
あ
や
か
（
南
中
３
年
）

「
わ
た
し
の
税

ど
こ
か
で
誰
か
を
　
支
え
て
る
」

優
秀
賞

瀧

澤

大

地
（
十
日
町
中
１
年
）

渡

邉

歩

美
（
十
日
町
中
３
年
）

田

川

諒

子
（
南
中
３
年
）

大
渕
知
登
世
（
下
条
中
２
年
）

上
村
以
織
里
（
水
沢
中
１
年
）

9 平成16年11月25日号 8

秋
の
叙
勲
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
税
務
や

統
計
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
永
年
に
わ
た
り
活

躍
・
貢
献
さ
れ
た
４
人
と
３
団
体
が
国
・
県
か
ら
表

彰
さ
れ
ま
し
た
。

晴
れ
の
栄
誉
に
輝
い
た
皆
さ
ん
、
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

涌 井 義 雄さん
（学校町２・72歳）

瑞
宝
単
光
章

瑞
宝
単
光
章

新
潟
県
知
事
表
彰

新
潟
県
知
事
表
彰

地
域
の
優
れ
た
環
境
保
全
活
動
が
認
め

ら
れ
、
六
箇
小
学
校
（
森
山
恵
子
校
長
）

が
県
環
境
賞
を
受
賞
し
ま
し
た
。
六
箇
小

学
校
は
、
平
成
13
年
か
ら
六
箇
ク
リ
ー
ン

作
戦
、
通
学
路
の
花
壇
作
り
、
学
校
林
整

備
な
ど
の
地
域
活
動
や
環
境
美
化
活
動
に

取
り
組
ん
で
い
る
ほ
か
、
自
然
に
親
し
む

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
こ
と
や
、

炭
焼
き
学
習
で
炭
の
活
用
方
法
を
学
ん
で

い
る
こ
と
な
ど
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

六
箇
小
学
校

枯木又エコミュージアムの会

新
潟
県
環
境
賞

新
潟
県
環
境
賞

村山隆太郎さん
（西浦町東・74歳）

税
務
功
労
で

関
東
信
越
国
税
局
長
表
彰

税
務
功
労
で

関
東
信
越
国
税
局
長
表
彰

庭野録太郎さん
（田中町本通り・65歳）

新
潟
県
知
事
表
彰

新
潟
県
知
事
表
彰

金 沢 誠 一さん
（大田島第１・67歳）

統
計
調
査
従
事
功
労
で

全
国
統
計
協
会
連
合
会

会
長
表
彰

統
計
調
査
従
事
功
労
で

全
国
統
計
協
会
連
合
会

会
長
表
彰
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国
民
年
金
は
、
高
齢
や
不
慮
の
事
故
な
ど
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
日
常
生
活
が
損
な
わ
れ
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
前
も
っ
て
み
ん
な
で
保
険
料
を
出
し
合
い
、
経
済
的
に
お
互
い
を
支
え

合
う
制
度
で
す
。
そ
の
た
め
、
20
歳
に
な
っ
た
ら
職
業
や
収
入
を
問
わ
ず
、
必
ず
国
民
年
金

に
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

き
ち
ん
と
保
険
料
を
納
め
て
、
大
き
な
安
心
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

国
民
年
金
に
は
、
国
民
全
員
が

20
歳
か
ら
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

未
納
に
し
て
お
く
と
、
将
来
老
齢
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、
も
し

も
の
と
き
の
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎

年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

第
２
号
・
第
３
号
被
保
険
者
は
、
必
要

な
届
出
を
し
て
あ
れ
ば
、
保
険
料
が
未
納

扱
い
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

保
険
料
を
前
納
す
る
と
、
保
険
料
の
割

引
が
あ
り
ま
す
。
半
年
分
前
納
と
一
年
分

前
納
が
あ
り
ま
す
。

出
印
鑑
・
年
金
手
帳
を
持
参
し
て
、
金
融

機
関
（
銀
行
・
農
協
な
ど
）
や
郵
便
局
で

直
接
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
市
役
所
で
の
納

付
は
で
き
ま
せ
ん
。

申
込
み
は
、
預
金
通
帳
・
預
金
通
帳
届

保
険
料
は
忘
れ
ず
に
！

保
険
料
は
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
40
年
間

納
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す

月額保険料は

13,300円
（平成16年度）

付加保険料

第１号被保険者で希

望する人が月額400円

を納めます

希
望
に
よ
り

加
入
で
き
る
人
も
い
ま
す

1
日
本
に
住
む
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人

過
去
に
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
り
、

任
意
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
が
あ
っ
た
り

す
る
な
ど
で
老
齢
基
礎
年
金
額
が
満
額
に

な
ら
な
い
と
き
に
、
加
入
し
て
年
金
額
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2
65
歳
に
達
し
て
も
老
齢
基
礎
年
金
を
受

け
る
た
め
に
必
要
な
期
間
が
足
り
な
い
人

70
歳
ま
で
の
間
で
年
金
の
受
給
資
格
が

で
き
る
ま
で
、
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。（
昭
和
30
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の

人
に
限
り
ま
す
）

3
外
国
に
住
む
20
歳
以
上
65
歳
未
満
の
日

本
人

保険料が納められないときは免除制度があります

『申請免除』の対象者
◆所得が少なく生活に困っている人

◆失業や災害などで保険料の納付が困難な人

『学生納付特例制度』の対象者
◆一定以上の所得がない、大学・短大・専門

学校などに在学中の学生

※申請した月の前月の保険料から免除対象となります。 ※届出は毎年度必要です。

老齢基礎年金を
請求するとき

老齢基礎年金
の金額の計算

障害・遺族年金
を請求するとき

あとから保険料
を納める期限

所得の審査対象

全　額

半　額

申
請
免
除

受給資格期間に
含みます

３分の１が算入
されます

納付済期間と同
じ扱いです

10年以内
・請求者本人
・配偶者
・世帯主

同　上
３分の２が算入
されます

同　上 同　上 同　上

学生納付
特例制度

未　　納
受給資格期間に
含みません

同　上
受給資格期間に
含みません

２年以内

同　上 算入されません 同　上 同　上
学生本人の所得
（収入で133万
円が目安）

区　分

第
１
号
被
保
険
者

■
自
営
業
者
・
学
生
な
ど

自
営
業
者
、
自
由
業
、
農
林
漁
業
、
学

生
、
フ
リ
ー
ア
ル
バ
イ
タ
ー
、
無
職
の
人

な
ど
で
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

■
会
社
員
・
公
務
員
な
ど

厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
会
社
員
や
公
務
員
な
ど
で
70
歳
未
満
の

第
３
号
被
保
険
者

■
会
社
員
・
公
務
員
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者

第
２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る

配
偶
者
で
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

人
（
65
歳
以
上
の
加
入
者
は
、
老
齢
・
退

職
年
金
の
受
給
資
格
を
有
し
て
い
な
い
人

に
限
る
）

保
険
料
前
納
制
度

保
険
料
の
納
付
は
口
座
振
替

が
便
利
で
す

基礎年金の負担の仕組み�

市役所の�

国民年金担当窓口�

勤務する事業所が�

加入手続きを行います�

第２号被保険者の�

勤務する事業所�

自分で納めます。支払

いが困難な場合、学生

納付特例制度・保険料

免除制度などがありま

す。�

厚生年金や共済組合の

保険料を納めます。そ

れとは別に国民年金保

険料を納める必要はあ

りません。�

個人で納める必要はあ
りません。国民年金保
険料は、配偶者の加入
している年金制度が負
担します。�

※配偶者の給料から天引きされる�
　わけではありません。�

保険料の�
納め方�

加入�
届出先�

（第１号被保険者）�

（第２号被保険者）�

（第３号被保険者）�

（基礎年金）�
国民年金�｛�

会社員�
厚生年金�

自営業者など�
国民年金保険料�

保険料負担なし�

公務員など�

共済年金�

保険料� 保険料�

厚生年金と共済年金は国民年
金（基礎年金）に上乗せされる
２階建てになっています。�

３ 分 の １ が 国 庫 負 担３ 分 の １ が 国 庫 負 担 �３ 分 の １ が 国 庫 負 担 �

暮らしを支える大きな力 国民年金

第
２
号
被
保
険
者

加
入
し
て
い
る
人
は

３
つ
に
分
か
れ
ま
す
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次
の
①
〜
③
の
期
間
を
合
計
し
て
、
原

則
と
し
て
25
年
が
必
要
で
す
。
①
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
第
３
号
被
保

険
者
期
間
、
保
険
料
免
除
期
間
な
ど
を
含

む
）
②
任
意
加
入
で
き
る
人
が
加
入
し
な

か
っ
た
期
間
③
昭
和
36
年
４
月
以
降
の
厚

生
年
金
や
共
済
組
合
な
ど
の
加
入
期
間

こ
ん
な
と
き
、こ
ん
な
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す

年
金
を
受
け
る
た
め
に

必
要
な
期
間

繰
上
げ
支
給
と

繰
下
げ
支
給

受
給
資
格
期
間
25
年
以
上
の
人
が
65
歳

か
ら
受
け
ら
れ
る
年
金
で
す
。

繰
上
げ
支
給

60
歳
〜
64
歳
で
も
国
民
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
生
涯
年
金
額

が
減
る
な
ど
の
制
限
も
あ
り
ま
す
。

繰
下
げ
支
給

受
給
開
始
年
齢
を
遅
ら
せ
る
と
、
増
額

さ
れ
た
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

794,500円
（満額）

※60歳になるまで原則とし

て40年すべての保険料を

納めた場合です。

一
家
の
家
計
を
支
え
る
人
が
亡
く
な
っ

た
と
き
、
そ
の
人
が
国
民
年
金
加
入
中
ま

た
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る
資
格
期
間

（
原
則
25
年
）
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、

そ
の
人
の
子
や
、
子
の
あ
る
妻
が
受
け
ら

れ
る
年
金
で
す
。

万
一
け
が
や
病
気
で
障
害
者
に
な
っ
た

と
き
、
一
定
の
保
険
料
納
付
要
件
を
満
た

し
て
い
る
人
が
受
け
ら
れ
る
年
金
で
す
。

※子の年齢要件は、18歳に

到達した年度の末日（３

月31日）まで（障害者は

20歳未満）です。子ども

の人数によって額の加算

があります。

794,500円

◆１級障害

993,100円
（月額82,758円）

◆２級障害

794,500円
（月額66,208円）

◆
国
民
年
金
の
届
出
や
請
求
・
相
談

は
、
市
役
所
国
民
年
金
係
　
1
57
│

３
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）

◆
厚
生
年
金
の
届
出
や
請
求
・
相
談

は
、
新
潟
社
会
保
険
事
務
局
六
日

町
事
務
所
　
1
０
２
５
│
７
７
０
│

２
２
１
１

国
民
年
金
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ

保
険
料
は
い
つ
ま
で
納
め
る
の
？

Ａ

20
歳
か
ら
60
歳
に
な
る
ま
で
す
べ
て

の
国
民
が
加
入
し
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｑ

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く

と
ど
う
な
る
の
？

Ａ

老
齢
基
礎
年
金
は
、
最
低
25
年
以
上

保
険
料
を
納
め
た
人
に
し
か
受
給
権
が

発
生
し
ま
せ
ん
。
障
害
基
礎
年
金
や
遺

族
基
礎
年
金
は
、
原
則
３
分
の
１
を
超

え
る
保
険
料
未
納
期
間
が
あ
る
と
支
給

さ
れ
ま
せ
ん
。

Ｑ

学
生
納
付
特
例
手
続
き
を
し
な
い
で

保
険
料
を
滞
納
す
る
と
ど
う
な
る
の
？

Ａ

万
が
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
が

支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

Ｑ

年
金
制
度
が
破
た
ん
す
る
こ
と
は
な

い
の
？

Ａ

公
的
年
金
制
度
は
、
国
が
責
任
を
持

っ
て
将
来
に
わ
た
っ
て
健
全
か
つ
安
定

的
に
運
営
し
て
い
ま
す
。
加
入
者
が
決

め
ら
れ
た
義
務
を
果
た
し
て
い
け
ば
、

確
実
に
年
金
を
受
け
取
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
を
納
め
た
人
が
、
納
め

た
月
数
×
２
０
０
円
を
老
齢
基
礎
年
金

に
上
乗
せ
し
て
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

付
加
年
金

寡
婦
年
金

死
亡
一
時
金

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
３
年
以
上

保
険
料
を
納
め
て
い
た
人
が
、
何
の
年

金
も
受
け
ず
に
死
亡
し
た
と
き
、
い
っ

し
ょ
に
生
活
し
て
い
た
遺
族
に
12
万
円

〜
32
万
円
支
給
さ
れ
ま
す
。

国
民
年
金
だ
け
の

独
自
給
付
が
あ
り
ま
す

第
１
号
被
保
険
者
と
し
て
保
険
料
を

納
め
た
期
間
（
免
除
期
間
を
含
む
）
が

25
年
以
上
あ
る
夫
が
何
の
年
金
も
受
け

ず
死
亡
し
た
と
き
、
そ
の
妻
（
婚
姻
期

間
10
年
以
上
）
が
60
歳
か
ら
65
歳
に
な

る
ま
で
の
間
、
死
亡
し
た
人
が
受
け
る

は
ず
だ
っ
た
年
金
額
の
４
分
の
３
が
支

給
さ
れ
ま
す
。

遺族基礎年金額

老齢基礎年金の
年　金　額

障害基礎年金額

暮らしを支える大きな力 国民年金
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10月26日cに埼玉県小鹿野町観音山で行われた第59回国民体育大

会で、山岳競技少年女子縦走の部に出場した春日萌子（十日町高２

年：写真右）・恩田悠（十日町高１年：写真左）組が見事５位入賞を果

たしました。昨年の４位入賞に続き、２年連続の入賞です。縦走は、

580mの高低差がある７.６㎞の登山コースを、８㎏の負荷を背負って

走行タイムを競う過酷な競技です。二人は、「長距離を走ったり、実

際に登山をしたりして練習してきました。お互いに足を引っ張らない

ようがんばりました。結果は正直くやしいですが、精一杯やったので

悔いはありません。“Do my best！”です。競技をやってよかったと

思うことは、体力がついたことです」と満足げに話していました。

水力発電のため大量に取水され魚も住めない石河原となっている信

濃川中流域の現状を、電力受益者である首都圏の人々に知ってもらお

うと11月13日g、東京都豊島区池袋の豊島公会堂で第６回信濃川水

なしサミット2004が開催され、約400人が参加しました。首都圏で

の開催は第３回以来２回目です。サミットでは信濃川をよみがえらせ

る会・樋熊清治会長が活動を報告。続いて行われた基調講演では新潟

大学工学部の大熊孝教授がビデオなどを使って信濃川中流域の現状や

信濃川水力発電の仕組みを説明しました。また、市民からの報告では

東小学校５年生の児童８人が「信濃川からのメッセージ」と題した劇

を熱演。宮澤幸子市議会議員が主婦の立場から減水問題を訴えました。

11月14日aに東京都両国国技館で行われた第53回全国青

年大会相撲競技で、団体戦に出場した十日町市チームが見事

５位に入賞しました。出場したのは、福原忠之（山本町５・

30歳）、上原孝幸（四日町１・31歳）、柳尚之（六箇山谷・

26歳）の各選手など５人です。また、福原選手は個人戦軽

量級で３位、柳選手は個人戦中量級で５位入賞を果たしまし

た。監督兼主将も務める福原選手は、「地震の影響で土俵が

使えず練習不足でしたが、団体戦ではベスト８という目標を

達成できました。個人戦でも初めて２人が入賞し、本当によ

くやったと思います」と入賞の喜びを話していました。

11
月
13
日
g
・
14
日
a
に
埼
玉
県
で
開
催
さ

れ
た
第
４
回
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
で
、

立
ち
幅
跳
び
と
１
０
０
m
に
出
場
し
た
阿
部
尋

喜
さ
ん
（
稲
荷
町
３
北
）
が
見
事
４
連
覇
を
果

た
し
ま
し
た
。
阿
部
さ
ん
は
、
「
一
時
は
棄
権

も
考
え
ま
し
た
が
、
周
り
の
皆
さ
ん
に
行
っ
て

こ
い
と
背
中
を
押
さ
れ
決
断
し
ま
し
た
。
地
震

で
あ
ま
り
練
習
で
き
な
か
っ
た
け
ど
良
い
結
果

が
出
ま
し
た
」
と
喜
び
を
話
し
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
な
ご
み
の
家
の
須
藤
友
由
コ
ー
チ
は
、

「
地
震
を
バ
ネ
に
し
た
結
果
が
メ
ダ
ル
に
結
び

つ
き
ま
し
た
」
と
振
り
返
っ
て
い
ま
し
た
。

地
震
を
バ
ネ
に
４
連
覇

十日町広域５市町村の社会福祉協議会の合併協定調印式が

10月22日fにクロス10で行われました。式では、合併協議

会会長を務めた十日町市社会福祉協議会の西野幸雄会長が

「地域住民と手を取り合い助け合いながら、だれもが安心し

て暮らすことのできる福祉のまちづくりを目指すためにさら

なる努力を重ねます」とあいさつ。続いて事務局から経過報

告がなされました。その後、５市町村の社会福祉協議会長が

合併協定書に調印。続いて立会人を務めた５市町村長が署名

しました。来年４月１日、新十日町市の発足とともに社会福

祉協議会も新たなスタートを切ります。

11
月
16
日
c
、
避
難
所
に
な
っ
て
い
る
吉
田

ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
と
市
民
会
館
の

２
会
場
で
、
落
語
の
激
励
公
演
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
地
震
で
被
災
し
避
難
所
で
の
生
活
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
に
元
気
に
な
っ
て
も
ら

お
う
と
、
市
内
駅
通
り
出
身
の
落
語
家
・
桂
歌

助
さ
ん
が
、
上
越
市
出
身
の
落
語
家
・
瀧
川
鯉り

橋
き
ょ
う

さ
ん
と
い
っ
し
ょ
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
行
っ

た
も
の
で
す
。
吉
田
ふ
れ
あ
い
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
で
は
、
桂
さ
ん
と
瀧
川
さ
ん
が
落
語
を
熱

演
す
る
と
、
集
ま
っ
た
約
30
人
に
笑
顔
と
笑
い

声
が
戻
っ
て
い
ま
し
た
。

11
月
５
日
f
・
６
日
g
に
新
潟
市
で
開
催
さ

れ
た
新
潟
県
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
演
劇
発
表

会
で
、
十
日
町
高
校
演
劇
部
が
見
事
に
初
の
最

優
秀
賞
に
輝
き
、
関
東
大
会
へ
の
出
場
権
を
得

ま
し
た
。
顧
問
の
水
沢
雄
先
生
は
「
去
年
の
地

区
大
会
で
は
惜
し
く
も
県
大
会
の
出
場
権
を
逃

し
ま
し
た
。
そ
の
悔
し
さ
が
バ
ネ
に
な
り
ま
し

た
。
生
徒
た
ち
が
お
互
い
意
見
し
合
い
刺
激
を

与
え
合
い
、
ア
イ
デ
ア
を
出
し
合
っ
て
、
と
に

か
く
明
る
く
、
真
剣
に
活
動
し
て
き
た
結
果
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
」
と
12
人
の
部
員
の
健
闘
を

称
え
て
い
ま
し
た
。

国体山岳競技縦走で５位入賞 東京で信濃川減水問題を訴える

全国青年大会相撲で個人・団体入賞 社会福祉協議会合併協定調印式

避
難
所
で
落
語
激
励
公
演

十
高
演
劇
部
県
最
優
秀
賞

tokamachi topics tokamachi topics

このコーナーは、まちの話題や活
動などを紹介しています。情報があ
りましたら、企画人事課広報広聴係
（157─3111内線213）へ、お気軽に
お寄せください。

左から上原・福原・柳の各選手
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市
展
賞
　
「
カ
ク
テ
ル
」

内
山
美
恵
子
（
小
千
谷
市
）

奨
励
賞

樋
口
一
孝
（
四
日
町
３
）

久
保
田
光
子
（
小
千
谷
市
）

a
橋
ト
モ
（
小
千
谷
市
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

青
j
卓
次
郎
（
小
千
谷
市
）

佳
　
作

遠
田
勝
成
、
漆
原
祥
子
、
山
賀

光
也
、
板
橋
ツ
ギ

市
展
賞

「
種
ま
き
」

a
野
ハ
ル
子
（
山
本
町
４
）

奨
励
賞

関
口
耕
二
（
袋
町
中
）

福
原
美
恵
（
津
南
町
）

庭
野
雪
子
（
田
中
町
本
通
り
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

庭
野
孝
枝
（
本
町
７
│
２
）

佳
　
作

長
谷
川
キ
セ
、
吉
川
修
、
小
林

幸
一
、
小
宮
山
豊
彦
、
草
村
慶

子
、
細
井
一
貞

市
展
賞

「
カ
フ
ェ
テ
ラ
ス
の
午
後
」

高
木
浪
代
（
長
岡
市
）

奨
励
賞

室
橋
浩
一
（
長
岡
市
）

富
井
澄
子
（
中
里
村
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

長
谷
川
太
郎
（
頸
城
村
）

佳
　
作

大
口
貞
信
、
清
水
好
和
、
細
貝

昭
平
、
阿
部
松
三

市
展
賞

「
Ｔ
ｅ
ｘ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ
」

細
井
一
貞
（
中
里
村
）

奨
励
賞
・
新
潟
日
報
美
術
振
興
賞
・
佳
作

該
当
な
し

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

越
村
暢
夫
（
新
座
４
│
２
）

市
展
賞
・
奨
励
賞
・
佳
作

該
当
な
し

市
展
賞

「
追
憶
（
子
供
の
領
分
）」

瀬
沼
哲
夫
（
小
千
谷
市
）

奨
励
賞

徳
永
隆
男
（
本
町
７
│
２
）

村
山
和
宏
（
川
治
下
町
２
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

星
名
好
男
（
川
治
下
町
２
）

佳
　
作

市
村
久
子
、
上
野
広
秋
、
田
代

文
雄
、
廣
田
正
吉

市
展
賞

「
漢
詩
」

上
村
ナ
ホ
（
新
宮
１
）

奨
励
賞

桑
原
洋
子
（
七
軒
町
）

平
賀
良
尊
（
塩
沢
町
）

羽
龍
時
夫
（
錦
町
２
）

小
川
貴
史
（
千
歳
町
２
）

小
川
和
恵
（
千
歳
町
２
）

和
田
良
一
（
大
和
町
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

富
沢
正
和
（
五
軒
新
田
）

佳
　
作

中
林
喜
子
、
a
野
美
津
子
、
a

橋
鉄
子
、
宮
沢
礼
子
、
伊
豆
名

皓
美
、
田
口
節
子
、
樋
口
寿
夫
、

山
田
令
三
、
山
岸
玲
子
、
中
村

由
美
子

市
展
賞

「
稔
り
を
待
つ
」

清
水
　
正
（
川
西
町
）

奨
励
賞

石
川
哲
司
（
妻
有
町
西
３
）

鈴
木
洋
一
（
松
代
町
）

佐
藤
昭
二
（
大
和
町
）

阿
部
　
清
（
本
町
４
）

田
村
正
夫
（
小
千
谷
市
）

茂
野
誠
一
郎
（
川
西
町
）

新
潟
日
報
美
術
振
興
賞

村
山
　
武
（
川
西
町
）

佳
　
作

岡
村
義
一
、
福
h
均
、
柳
敏
雄
、

樋
熊
フ
サ
子
、
阿
部
定
夫
、
中

村
重
敏
、
a
橋
健
吉
郎
、
保
坂

良
雄
、
井
上
宗
昭
、
斉
藤
代
江

子
、
若
山
文
雄
、
田
中
信
子
、

田
端
静
子
、
山
内
初
枝
、
水
落

正
則
、
池
田
鉄
夫
、
村
山
晴
好
、

樋
口
芳
一
、
仲
淳
、
遠
田
荘
一

【
日
本
画
】

【
書
　
道
】

【
写
　
真
】

【
版
　
画
】

【
工
　
芸
】

問合せ

公民館本館

157-5011

【
彫
　
刻
】

【
洋
　
画
】

【
現
代
美
術
】

第
37
回
十
日
町
市
美
術
展
は
８
部
門
に
２
８
５
作
品
（
日
本
画
25
、

洋
画
36
、
版
画
22
、
現
代
美
術
３
、
彫
刻
２
、
工
芸
21
、
書
道
54
、

写
真
１
２
２
）
の
応
募
が
あ
り
、
審
査
の
結
果
、
84
作
品
が
入
賞
に

輝
き
ま
し
た
。
入
賞
者
は
次
の
と
お
り
で
す
。（
敬
称
略
）

被
災
住
宅
の
被
害
認
定
調
査
は
、

国
の
基
準
に
基
づ
き
被
災
し
た
住
宅

を
「
全
壊
」「
大
規
模
半
壊
」「
半
壊
」

「
一
部
損
壊
」
に
判
定
す
る
も
の
で
、

被
災
証
明
書
の
発
行
や
各
種
支
援
制

度
の
適
用
の
基
礎
と
な
る
大
切
な
調

査
で
す
。
●
受
付
日
時
＝
当
分
の
間

午
前
10
時
〜
午
後
７
時
●
受
付
会
場

＝
被
災
証
明
書
相
談
窓
口
（
市
役
所

１
階
市
民
ホ
ー
ル
）
●
問
合
せ
＝
総

務
課
総
務
管
理
係
（
内
線
２
２
２
）

地
震
で
被
災
し
た
被
保
険
者
に
対

し
て
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
の
免
除

な
ど
の
特
例
的
な
取
扱
い
が
な
さ
れ

ま
す
。
●
免
除
申
請
＝
16
年
９
月
分

〜
17
年
６
月
分
●
学
生
納
付
特
例
申

請
＝
16
年
９
月
分
〜
17
年
３
月
分
●

申
請
・
問
合
せ
＝
市
民
生
活
課
国
民

年
金
係
（
内
線
１
５
１
）

公
庫
融
資
を
受
け
て
、
現
在
返
済

中
の
人
に
つ
い
て
、
返
済
払
込
み
の

据
え
置
き
や
返
済
方
法
の
変
更
に
関

す
る
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

ま
た
、
住
宅
に
被
害
を
受
け
た
人
を

対
象
に
、
住
宅
の
補
修
や
建
て
替
え

の
た
め
の
災
害
復
興
住
宅
融
資
の
相

談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
●
問
合

せ
＝
住
宅
金
融
公
庫
北
関
東
支
店

（
1
０
２
７
│
２
３
２
│
６
６
５
６
）

困
り
ご
と
、
相
談
ご
と
の
あ
る
人

は
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。
自
宅
や
避

難
所
で
の
訪
問
相
談
を
希
望
す
る
人

は
、
事
前
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時
＝
当
分
の
間
午
前
８
時
30
分

〜
午
後
５
時
●
会
場
＝
障
害
者
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
あ
お
ぞ
ら
●
問

合
せ
＝
障
害
者
地
域
生
活
支
援
セ
ン

タ
ー
あ
お
ぞ
ら
（
1
52
│
４
４
４
４
）

地
震
で
県
外
に
避
難
し
、
避
難
地

の
医
療
機
関
で
次
の
予
防
接
種
、
妊

婦
健
診
、
乳
幼
児
健
診
を
受
け
た
場

合
、支
払
っ
た
料
金
の
全
部
ま
た
は
一

部
を
払
い
戻
し
ま
す
。
●
対
象
＝
高

齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
、幼

児
麻
し
ん
・
風
し
ん
予
防
接
種
、市
が

発
行
し
た
妊
婦
一
般
検
診
・
妊
婦
Ｂ

型
肝
炎
検
査
・
妊
婦
エ
コ
ー
検
査
・

乳
児
一
般
健
診
・
乳
児
精
密
検
査
・

１
歳
６
か
月
児
及
び
・
３
歳
児
精
密

検
査
の
受
診
票
で
受
診
し
た
人
●
手

続
き
＝
医
療
機
関
領
収
書
・
印
鑑
・

振
込
先
金
融
機
関
通
帳
を
持
参
し
て

健
康
福
祉
課
へ
●
受
付
期
間
＝
17
年

３
月
31
日
ま
で
●
問
合
せ
＝
健
康
福

祉
課
保
健
予
防
係
（
内
線
１
４
１
）

【
胃
が
ん
・
大
腸
が
ん
検
診
】

●
会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
●
受
付
時

間
＝
午
前
８
時
〜
10
時
●
検
診
日
＝

11
月
29
日
b
・
30
日
c
、
12
月
１
日

d
・
２
日
e
・
３
日
f
・
13
日
b
・

14
日
c
・
16
日
e
・
17
日
f
・
20
日

b
・
21
日
c
・
24
日
f

【
乳
が
ん
検
診
】

●
会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
●
受
付
時

間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
20
分
●

検
診
日
＝
11
月
25
日
e
・
30
日
c
、

12
月
２
日
e
・
７
日
c
・
14
日
c
・

16
日
e
・
21
日
c
、
１
月
11
日
c
・

13
日
e
・
18
日
c
・
20
日
e

予
防
接
種
・
乳
幼
児
健
診
な

ど
の
償
還
払
い
を
行
い
ま
す

各
種
が
ん
検
診
を

再
開
し
ま
す

日 月 火 水 木 金 土

総
　
合
　
体
　
育
　
館

ア
　
リ
　
ー
　
ナ

屋
内
グ
ラ
ウ
ン
ド

午
後
５
時
閉
館

午
後
５
時
閉
館

専

用

使

用

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

ミ
ニ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
教
室

野
　
　
　
　
球

野
　
　
　
　
球

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

休
　
　
館
　
　
日

休
　
　
館
　
　
日

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

専

用

使

用

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

ソ
フ
ト
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

ジ
ュ
ニ
ア

サ
ッ
カ
ー
教
室

女
子
サ
ッ
カ
ー

育
成
講
習
会

専

用

使

用

専

用

使

用

（
12
/
２

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
教
室
）

専

用

使

用

エ
ア
ロ
ビ
ク
ス

教
　
室

専
用
使
用
（
18：

00
）

バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

専

用

使

用

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

ジ
ュ
ニ
ア

サ
ッ
カ
ー
教
室

サ
ッ
カ
ー

ジ
ュ
ニ
ア

テ
ニ
ス
教
室

野
　
　
　
　
球

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル

専

用

使

用

PM５：30

PM７：30
〜

PM７：30

PM９：30
〜

PM５：30

PM７：30
〜

PM７：30

PM９：30
〜

体
育
館
夜
間
利
用
一
覧
表

■太枠が夜間開放種目です。個人券、施設年間券、トレ

ーニング室利用券でどなたでもご利用できます。

（都合により予定を変更する場合がありますので、あらかじめご

了承願います）

■　　　は、各種目協会が主催するスポーツ教室です。

参加希望者はその時間帯にお越しください。

（入会手続きなどはそれぞれの協会で行います）

■屋内グラウンド・市民体育館・武道館相撲場は、当分の

間使用できません。
■問合せ＝総合体育館

（152－4377）

日 月 火 水 木 金 土

市
民
体
育
館

ア
　
リ
　
ー
　
ナ

午
後
５
時
閉
館

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

初
心
者
教
室

専

用

使

用

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

専

用

使

用

専

用

使

用

卓
　
　
　
球

専

用

使

用

バ
レ
ー
ボ
ー
ル

ジ
ュ
ニ
ア
ソ
フ
ト

テ
ニ
ス
教
室

ソ
フ
ト
テ
ニ
ス

PM５：30

PM７：30
〜

PM７：30

PM９：30
〜

日 月 火 水 木 金 土

武
　
　
　
道
　
　
　
館

相
撲
場

剣
道
場

空
手
場

柔
道
場

午
後
５
時
閉
館

相

撲

教

室

空
手
道
教
室

剣

道

教

室

相

撲

教

室

空
手
道
教
室

剣

道

教

室

相

撲

教

室

空
手
道
教
室

剣

道

教

室

柔

道

教

室

柔

道

教

室

休
　
　
館
　
　
日

専

用

使

用

専

用

使

用

専

用

使

用

専

用

使

用

専

用

使

用

専

用

使

用

ス
ポ
ー
ツ

チ
ャ
ン
バ
ラ
教
室

（
19：

00
〜
21：

00
）

専

用

使

用

PM７：30

PM９：30

〜

柔

道

教

室

専

用

使

用

バ
ド
ミ
ン
ト
ン

少
年
団
冬
季
教
室

（
半
面
、
１
・
２
月,

）

公
庫
融
資
相
談
窓
口
を

開
設
し
ま
し
た

被
災
に
伴
う
国
民
年
金
保

険
料
免
除
の
特
例

地
震
で
困
っ
て
い
る
障
害

児
者
の
皆
さ
ん
へ

お知らせ・ガイド

住
宅
の
被
害
認
定
調
査



●
会
場
＝
水
沢
地
区
公
民
館
●
受
付

時
間
＝
午
後
１
時
30
分
〜
２
時
20
分

●
検
診
日
＝
１
月
27
日
e
、
２
月
１

日
c
・
３
日
e
・
８
日
c
・
15
日
c

【
子
宮
が
ん
検
診
（
車
検
診
）】

●
会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
●
受
付
時

間
＝
午
前
９
時
〜
10
時
・
午
後
１
時

〜
２
時
●
検
診
日
＝
12
月
６
日
b
・

８
日
d
※
車
検
診
か
ら
十
日
町
病
院

検
診
へ
の
変
更
は
で
き
ま
せ
ん

【
子
宮
が
ん
検
診
（
十
日
町
病
院
検

診
）】
●
会
場
＝
十
日
町
病
院

●
受
付
時
間
＝
午
前
９
時
〜
９
時
15

分
●
検
診
日
＝
12
月
１
日
d
・
２
日

e
・
８
日
d
・
９
日
e
・
15
日
d
・

16
日
e

●
受
付
時
間
＝
午
後
２
時
30
分
〜
２

時
45
分
●
検
診
日
＝
11
月
30
日
c
、

12
月
７
日
c
・
14
日
c
・
21
日
c
、

１
月
11
日
c
・
18
日
c
・
25
日
c

●
問
合
せ
＝
健
康
福
祉
課
健
康
増
進

係
（
内
線
１
４
４
）

●
日
時
＝
12
月
７
日
c
午
前
10
時
〜

11
時
●
会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
●
内

容
＝
①
簡
単
離
乳
食
の
作
り
方
・
食

べ
さ
せ
方
②
育
児
と
離
乳
食
の
個
別

相
談
●
問
合
せ
＝
健
康
福
祉
課
保
健

予
防
係
（
内
線
１
４
３
）

●
日
時
＝
12
月
５
日
a
ま
で
の
午
前

９
時
〜
午
後
５
時
●
会
場
＝
博
物
館

●
入
場
料
＝
無
料
●
問
合
せ
＝
博
物

館
（
1
57
│
５
５
３
１
）

17
年
１
月
１
日
採
用
の
職
員
（
看

護
師
）
１
人
を
募
集
し
ま
す
。
●
受

験
資
格
＝
十
日
町
広
域
圏
に
居
住
し

通
勤
可
能
で
、
看
護
師
の
資
格
を
有

す
る
採
用
日
現
在
45
歳
未
満
の
人
●

試
験
内
容
＝
小
論
文
・
面
接
●
申
込

み
・
問
合
せ
＝
12
月
15
日
d
ま
で
に
、

指
定
申
込
書
を
市
社
会
福
祉
協
議
会

（
1
50
│
５
０
１
０
）
に
提
出

17
年
４
月
１
日
採
用
の
職
員
若
干

名
を
募
集
し
ま
す
。
●
職
種
＝
運
転

士
●
受
付
期
間
＝
12
月
１
日
d
〜
20

日
b
●
申
込
み
・
問
合
せ
＝
北
越
急

行
㈱
総
務
部
総
務
課
（
1
０
２
５
│

７
７
０
│
２
８
２
０
）

市
報
と
お
か
ま
ち
17
年
１
月
10
日

号
に
掲
載
す
る
来
年
の
干え

支と

、
酉
年

生
ま
れ
の
家
族
・
個
人
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
●
対
象
＝
①
３
世
代
以
上

が
酉
年
生
ま
れ
の
家
族
②
酉
年
生
ま

れ
の
個
人
●
申
込
み
・
問
合
せ
＝
12

月
10
日
f
ま
で
に
、
企
画
人
事
課
広

報
広
聴
係
（
内
線
２
１
３
）

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、
主
に
11
月

上
旬
こ
ろ
か
ら
流
行
し
始
め
、
１
月

下
旬
〜
２
月
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。

被
災
後
疲
れ
を
感
じ
て
い
る
人
も
多

く
、
体
の
抵
抗
力
が
落
ち
て
い
ま
す
。

早
め
の
予
防
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

●
予
防
方
法
＝
①
流
行
前
に
予
防
接

種
を
受
け
る
②
流
行
時
期
に
は
人
混

み
を
避
け
る
③
帰
宅
時
に
石
け
ん
に

よ
る
手
洗
い
と
う
が
い
を
徹
底
す
る

④
外
出
時
に
は
マ
ス
ク
を
つ
け
る
⑤

抵
抗
力
を
つ
け
る
た
め
、
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
食
事
と
十
分
な
睡
眠
を
と

る
⑥
加
湿
器
を
利
用
す
る
な
ど
部
屋

の
乾
燥
を
防
ぎ
、
定
期
的
に
換
気
を

行
う
●
問
合
せ
＝
健
康
福
祉
課
保
健

予
防
係
（
内
線
１
４
１
）

「
若
返
り
の
秘
け
つ
」
を
テ
ー
マ

に
し
た
専
門
家
の
講
話
で
す
。
そ
の

後
希
望
者
に
は
健
康
相
談
も
行
っ
て

い
ま
す
。
受
講
に
は
申
込
み
が
必
要

で
す
。
●
日
程
と
内
容
＝
①
12
月
７

日
c
「
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な

い
薬
と
の
付
き
合
い
方
」
講
師
‥
薬

剤
師
②
１
月
25
日
c
「
体
に
い
い
食

事
の
話
」
講
師
‥
栄
養
士
③
２
月
14

日
b
「
心
の
健
康
の
話
」
講
師
‥
専

門
相
談
員
④
３
月
７
日
b
「
ひ
ざ
・

腰
痛
予
防
の
運
動
」
講
師
‥
理
学
療

法
士
●
時
間
＝
各
回
と
も
午
前
10
時

15
分
（
受
付
10
時
）〜
11
時
30
分
●

会
場
＝
明
石
の
湯
和
室
●
定
員
＝
各

回
先
着
20
人
●
受
講
料
＝
１
回
５
０

０
円
（
入
浴
料
含
む
）
●
申
込
み
・

問
合
せ
＝
健
康
福
祉
課
健
康
増
進
係

19 平成16年11月25日号 18

●情報館へ＝山下三郎（新座３）池

田和彦（猿倉）阿部昌義（寿町２・

３）山賀春江（上新田１）田村芳

昭（新宮２）村山東子（新座１）

庭野勇吉（高田町３西）

●博物館へ＝山内レン（本町３）根

津敏子（田中町西）丸山キヨイ

（中条島）堀行（旭ヶ丘）尾身清

（旭ヶ丘）桜井忠誠（下町）小宮

山正行（下条４）斎木文六（鎌倉

市）田村サガ子（横浜市）

●交通遺児等援助基金へ＝7十日町

交通安全協会吉田支部（100,000

円）十日町高等学校定時制生徒会

（38,196円）

寄付ありがとう
10月25日届出分まで（敬称略）

Ｔ Ｈ Ａ Ｎ Ｋ 　 Ｙ Ｏ ＵＴ Ｈ Ａ Ｎ Ｋ 　 Ｙ Ｏ Ｕ

明
石
の
湯
健
康
講
座

北
越
急
行
㈱
社
員
募
集

社
会
福
祉
協
議
会
看
護
師
募
集

募
集
し
ま
す
酉
年
生
ま
れ
の
人

（
内
線
１
４
３
）

●
日
時
＝
12
月
７
日
c
午
後
２
時
〜

４
時
●
会
場
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
●
医

師
＝
山
下
医
師
（
中
条
第
二
病
院
）

●
申
込
み
・
問
合
せ
＝
健
康
福
祉
課

健
康
増
進
係
（
内
線
１
４
４
）
ま
た

は
十
日
町
健
康
福
祉
事
務
所
（
1
57

│
２
４
０
０
）

●
老
人
デ
イ
ケ
ア
＝
７
日
c
水
沢
地

区
公
民
館
、
８
日
d
高
山
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
・
下
条
地
区
公
民

館
、
17
日
f
吉
田
地
区
公
民
館
‥
午

前
９
時
30
分
〜

●
リ
ハ
ビ
リ
教
室
＝
２
日
e
・
３
日

f
・
９
日
e
・
10
日
f
・
16
日
e
保

健
セ
ン
タ
ー
‥
午
前
９
時
30
分
〜

●
高
齢
者
健
康
講
座
＝
７
日
c
明
石

の
湯
‥
午
前
10
時
〜

●
け
ん
こ
つ
体
操
教
室
＝
３
日
f
・

10
日
f
武
道
館
柔
道
場
‥
午
前
10
時

〜●
水
中
体
操
教
室
＝
１
日
d
・
８
日

d
・
15
日
d
・
22
日
d
ベ
ル
ナ
テ
ィ

オ
フ
ォ
ー
ラ
ム
セ
ン
タ
ー
‥
午
後
１

時
45
分
〜

児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
な
ど
に

よ
り
父
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な

い
母
（
養
育
者
）
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

８
月
〜
11
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を

12
月
10
日
f
に
受
給
者
の
口
座
に
振

り
込
み
ま
す
。
●
児
童
扶
養
手
当
額

＝
受
給
者
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
証

書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
●
問
合
せ

＝
市
民
生
活
課
国
民
年
金
係
（
内
線

１
５
１
）

●
公
民
館
本
館
＝
当
分
の
間
休
館

●
総
合
体
育
館
＝
毎
週
火
曜
日
・
28

日
c
〜
31
日
f

●
博
物
館
＝
毎
週
月
曜
日
・
24
日

f
・
27
日
b
〜
31
日
f

●
情
報
館
＝
当
分
の
間
休
館

●
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
＝
毎
週
土
・

日
曜
日
・
23
日
（
天
皇
誕
生
日
）
・

29
日
d
〜
31
日
f

ク
ロ
ス
10
物
産
ホ
ー
ル
、
喫
茶
、

食
堂
及
び
キ
ナ
ー
レ
の
明
石
の
湯
・

和
装
工
芸
館
・
体
験
工
房
館
・
き
も

の
歴
史
館
は
通
常
営
業
し
て
い
ま

す
。
ク
ロ
ス
10
施
設
も
ほ
ぼ
通
常
通

り
使
用
で
き
ま
す
。
な
お
、
明
石
の

湯
で
は
被
災
者
支
援
と
し
て
、
11
月

30
日
c
ま
で
、
家
庭
の
風
呂
が
使
え

な
い
人
に
２
０
０
円
で
入
浴
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。
※
明

石
の
湯
は
機
械
調
整
の
た
め
12
月
９

日
e
に
特
別
休
館
し
ま
す
●
問
合
せ

＝
ク
ロ
ス
10
（
1
57
│
２
３
２
３
）

キ
ナ
ー
レ
（
1
52
│
０
１
１
７
）

【
市
報
訂
正
と
お
わ
び
】

市
報
10
月
25
日
号
「
体
育
協
会
表

彰
」
の
中
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

田
村
邦
夫
さ
ん
の
住
所
は
貝
ノ
川
で

は
な
く
寿
町
４
で
す
。
訂
正
し
て
お

わ
び
し
ま
す
。

十日町市博物館は、南魚沼市のトミオ

カホワイト美術館、塩沢町の鈴木牧之記

念館と雪文化三館提携を結んでいます。

独自の美を追求した富岡惣一郎作品

「白の世界」を展示するトミオカホワイ

ト美術館。雪の中で過ごす人々の暮らし

を描いた『北越雪譜』著者の関係資料を

集めた鈴木牧之記念館。

平成４年、雪を縁に姉妹館提携を結び、

共同でパンフレットやロードマップの作

成、共通入館券の販売、バスツアーや共

同企画展などを通じて互いに協力しなが

ら雪国特有の文化の創造に取り組んでい

ます。

これから雪の季節がやってきます。雪

の力、美しさ、文化の多様性のすばらし

さを再認識するためにも、ぜひ一度足を

運んでみませんか。 （博物館）

こちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会ですこちらは教育委員会です

10月の交通事故発生状況 （ ）内は1月からの累計

年

16年

15年

発生件数

14（166）

21（167）

負傷者数

14（194）

26（201）

死者数

0（7）

0（2）

物件事故数

41（481）

61（508）

12
月
の
休
館
日12月の交通安全キャンペーン

運動の重点

・飲酒運転の追放

・高齢者の交通事故防止

・運転中、携帯電話の使用禁止

期　間　12月11日g～

31日f

年末の交通事故防止運動

飲酒運転は故意の犯罪です。その危

険性と重大性を十分認識し、家庭・職

場・地域から飲酒運転を追放すること

が大切です。二日酔いでも、酒気を帯

びた状態で運転すれば、飲酒運転です。

酔いは思っているほど簡単にはさめま

せん。「少しだから大丈夫」「もう酔い

がさめたから大丈夫」という安易で自

分勝手な判断をすることなく、「飲酒

したら絶対運転しない」を当たり前の

こととしましょう。

飲酒運転の追放

博物館の仲間たち　

震災により、「ゆずります・ゆずってく

ださい」を当分の間休止します。これに

伴い、9月26日以降に受け付けたものは、

取り消しになります。ご迷惑をおかけし

ますが、ご理解、ご協力をお願いします。

新潟県消費者協会十日町支部

市民生活課生活環境係（内線158）

「ゆずります・ゆずってください」
コーナーを休止します

ク
ロ
ス
10
・
キ
ナ
ー
レ
は

通
常
営
業
中
で
す

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
を

予
防
し
ま
し
ょ
う

８
月
〜
11
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
振
り
込
み
ま
す

お知らせ・ガイドお知らせ・ガイド

むし歯のないよい歯の子
10月の３歳児健診を受けた子25人

よい歯の子 住 所　　保護者

（北新田２）

（妻有町西1・2）

（昭和町１）

（安養寺）

（高田町３南）

（高田町５）

（安養寺）

（川治内後１）

（江道）

（新座２）

（北新田１）

浩貴

一彦

泰洋

友平

玲

周　

弘行

茂

耕治

健一

陽一

遠 田 海
み

佳
か

佐 藤 芽
め

久
ぐ

美
み

田 村 麗
れい

来
ら

藤 田 　 渉
わたる

大 野 陽
はる

菜
な

関 口 叙
じょ

巴
は

菜
な

板 場 樹
じゅ

里
り

長 津 優
ゆう

海
み

庭 野 風
ふう

花
か

湯 澤 　 笙
しょう

石 沢 晴
せい

陽
や

ごみの収集は12月１
日Dから、災害前と同
じ取扱いになります。
ご注意ください。

た
っ
し
ゃ
で
１
０
０

12
月
の
主
な
事
業

心
の
健
康
相
談

す
く
す
く
教
室

簡
単
離
乳
食
と
育
児

子
ど
も
縄
文
研
究
展

〜
縄
文
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
・
私
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
〜

と
り



■克雪都市宣言（昭和56年9月22日制定） ■スポーツ健康都市宣言（昭和59年12月23日制定）
■核兵器廃絶平和都市宣言（昭和63年8月6日制定）

中条病院 北原 57-3018

●
９
年
前
の
阪
神
淡
路
大
震
災
の
記
事

を
、
当
時
よ
く
読
み
ま
し
た
。
10
月
23
日
、

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
十
日
町
で
起
こ
り
ま

し
た
。
現
実
の
こ
と
と
は
思
え
な
い
光
景

を
こ
の
目
で
見
、
そ
し
て
体
験
し
ま
し
た
。

こ
の
地
震
を
通
じ
て
、
地
域
の
人
た
ち
と

の
つ
な
が
り
や
全
国
か
ら
の
支
援
、
遠
く

離
れ
た
友
人
か
ら
の
励
ま
し
な
ど
得
た
も

の
は
多
く
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
代
償
は

あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
ま
し
た
。
地
震
は

治
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
か
ら

は
、
十
日
町
が
再
び
元
気
を
取
り
戻
す
よ

う
、
前
向
き
に
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。
二

度
と
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
を

祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

（
優
）

●
色
づ
き
始
め
た
ば
か
り
だ
っ
た
木
々

も
、
い
つ
の
間
に
か
周
り
に
色
と
り
ど
り

の
じ
ゅ
う
た
ん
を
敷
き
詰
め
ま
し
た
。
地

震
か
ら
早
１
か
月
、
晴
れ
渡
っ
た
青
い
空

や
元
気
よ
く
外
を
走
り
回
る
子
ど
も
た
ち

を
見
て
い
る
と
、
夢
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
さ
え
感
じ
ま
す
。
し
か
し
、
落
ち
着

き
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
地

震
前
の
よ
う
な
笑
顔
と
ま
で
は
い
か
な
い

よ
う
で
す
。「
辛
い
と
き
に
泣
く
の
は
簡

単
だ
け
ど
、
辛
い
と
き
に
笑
う
の
は
難
し

い
」。
こ
ん
な
と
き
だ
か
ら
、
い
や
、
こ

ん
な
と
き
だ
か
ら
こ
そ
笑
顔
で
い
た
い
も

の
で
す
。
今
こ
そ
笑
顔
で
十
日
町
の
底
力

を
見
せ
て
や
り
ま
し
ょ
う
。

（
玉
）

都市宣言

市の木

「きり」
（昭和48年5月18日制定）

市の花

「山つつじ」

編

集

後

記

2004.12.December

医療機関名期 日 住　所 電話番号

5日A 池田医院 本町西1 52-2581

石川医院 津南町 66-2061

山口医院 下条中央通り 55-2003

上村病院 中里村 63-2111

大熊内科医院 山本町1 52-7066

大坪医院 四日町新田2 57-6100

山口医院 袋町中 52-2174

川西町診療所 川西町 68-2034

庭野医院 寿町4 52-2711

12日A

19日A

23日_

26日A

29日D

30日E

31日F

休日救急医

健康相談 保健師による相談

期 日 会　　場 受付時間

6・20日B

14日C

16日E

17日F

24日F

保健センター

新座コミュニティセンター

大井田コミュニティセンター

川治地区公民館

吉田就業改善センター

吉田山谷集会所

飛渡地区公民館

羽根川荘

水沢地区公民館

平成園

中条地区公民館

北原集落センター

下条地区公民館

上新田公民館

午前9時～11時30分

午前9時～11時30分

午後1時30分～4時

午前9時～11時30分

午前9時～11時30分

午後1時30分～4時

午前9時30分～11時30分

午前9時～11時30分

午前9時～11時30分

午後1時30分～4時

午前9時～11時30分

午後1時30分～4時

午前9時～11時30分

午後1時30分～4時

※健康手帳のある人はご持参ください。

●高年齢者職業相談
毎週月～金曜日　午前９時～午後４時

（29日D～31日Fは休み）

会場：高年齢者職業相談室（サンクロス十日町内）
おおむね45歳以上が対象です

●定例行政相談
10日F 午前10時～午後３時

会場：市民相談室

●法律相談 電話で市民生活課市民係へ要予約

毎週木曜日（23日E・30日Eは休み）

午後１時30分～４時
会場：保健センター総合相談室ほか

●定例社会保険（健康保険・年金）相談
毎月第２・第４木曜日

（23日は祝日のため22日Dに変更）

午前10時～正午、午後１時～３時
会場：クロス10

●ふれあい福祉センター心配ごと相談
毎週火・木曜日　午後１時～４時
（23日E・30日Eは休み）

会場：十日町市社会福祉協議会

事 業 名 期 日 受付時間 対象児

３歳児健診
３歳６か月児が対象です

1歳6か月児健診

9日E 午後1時～1時30分 13年5.6月
生まれの幼児

15日D 午後1時～1時30分 15年6月
生まれの幼児

４か月児健診 22日D 午後1時～1時30分 16年8月
生まれの乳児

2歳6か月児身体測定

10か月児身体測定 22日D 午前9時15分～10時 16年2月
生まれの乳児

①1歳6か月児・3歳児健診は歯科検診があります。
②４か月児健診を受けない場合は、保健予防係まで書類を取りに
来てください。

③３歳児健診前に検査セットを送りますので、届かない人は保健
予防係（内線141）まで連絡してください。

乳幼児健診　 会場：保健センター

今月はお休みです
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